
協力金の申請簡素化（事業所ごとに判定）

協力金の申請を簡素化できるかどうかを確認ください。

小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、立科町、上田市、東御市、
青木村、長和町内で事業所を管理し、かつ経営している。

令和3年8月9日～9月1日実施分（第1期）の新型コロナウイル
ス拡大防止協力金を申請し、受付番号が発行されている。

YES NO

上記の令和3年8月9日～9月1日実施分（第1期）の新型コロナ
ウイルス拡大防止協力金の申請時と申請者名、振込先口座、
及び、申請する店舗が同じである。
（複数店舗の場合、申請する店舗がすべて同じ）

YES NO

NO

簡易申請が可能です。
（添付書類を簡素化できます）

申請書類は別表2をご覧ください。
（電子申請もご利用いただけます）

通常申請を行ってください

申請書類は別表1をご覧ください。

YES

注意 協力金の給付を受けるには要件を満たしていることが前提です。


